
国　税／ 4月分源泉所得税の納付 5月10日
国　税／ 3月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

 5月31日
国　税／ 9月決算法人の中間申告 5月31日
国　税／ 6月、9月、12月決算法人の消費税等の中間

申告（年3回の場合） 5月31日
国　税／ 個人事業者の消費税等の中間申告（年3回

の場合） 5月31日
国　税／ 確定申告税額の延納届出による延納税額の

納付 5月31日
国　税／ 特別農業所得者の承認申請 5月15日

地方税／ 自動車税・鉱区税の納付 
 都道府県の条例で定める日
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の基本３情報がわかる他、各省庁が保有するその法人に関する許認可、委託契約受注、
補助金交付、表彰受賞等の情報がある場合には、一括で検索・閲覧できます。
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５月号─2

　
株
式
投
資
を
さ
れ
て
い
る
方

な
ら
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
株
式

用
語
。
し
か
し
、
説
明
を
求
め

て
も
実
は
き
ち
ん
と
わ
か
っ
て

い
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
今

回
は
代
表
的
な
も
の
三
つ
の
意

味
を
理
解
し
投
資
に
活
か
し
ま

し
ょ
う
。

１
　
Ｐ
Ｂ
Ｒ

　
一
株
当
た
り
の
純
資
産
に
対
し
、

株
価
が
何
倍
ま
で
買
わ
れ
て
い
る
か

を
表
し
た
の
が
株
価
純
資
産
倍
率
Ｐ

Ｂ
Ｒ
（
Ｐ
ｒ
ｉ
ｃ
ｅ 

Ｂ
ｏ
ｏ
ｋ

－

Ｖ
ａ

ｌ
ｕ
ｅ 

Ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
）
で
す
。

「
Ｐ
Ｂ
Ｒ
＝
現
在
の
株
価
÷
Ｂ
Ｐ
Ｓ

（
一
株
当
た
り
純
資
産
）」

ま
た
は

「
Ｐ
Ｂ
Ｒ
＝
時
価
総
額
÷
純
資
産
」

で
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
一
株
当
た
り
の
純
資
産
は
、
純
資

産
を
発
行
済
株
式
数
（
発
行
済
株
式

総
数

－

自
己
株
式
数
）
で
割
っ
て
算

出
し
ま
す
。

　
例
え
ば
、
上
記
の
Ａ
社
の
場
合
、

純
資
産
四
〇
〇
億
円
、
発
行
済
株
式

数
八
、〇
〇
〇
万
株
で
す
の
で
、
一

株
当
た
り
の
純
資
産
は
五
〇
〇
円
と

な
り
ま
す
。
株
価
が
三
〇
〇
円
な
の

で
Ｐ
Ｂ
Ｒ
は
〇
・
六
倍
に
な
り
ま
す
。

　
仮
に
、
Ｐ
Ｂ
Ｒ
が
一・
〇
と
い
う
こ

と
は
、
株
価
と
一
株
当
た
り
の
純
資

産
が
等
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ

の
と
き
、
こ
の
会
社
の
株
式
を
買
う

と
、
一
株
に
対
す
る
投
資
金
額
と
一

株
当
た
り
の
解
散
価
値
が
一
致
し
て

い
ま
す
。
も
し
、
会
社
が
解
散
す
れ

ば
、
投
資
金
額
は
そ
の
ま
ま
戻
っ
て

く
る
理
屈
と
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

投
資
金
額
の
リ
ス
ク
が
な
い
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　
逆
に
言
え
ば
、
株
価
は
一
株
当
た

り
の
純
資
産
を
下
回
ら
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
が
、
現
実
に

は
Ｐ
Ｂ
Ｒ
が
Ａ
社
の
よ
う
に
一・
〇
を

割
っ
て
く
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
経

営
不
安
が
要
因
の
場
合
や
不
安
材
料

が
あ
る
な
ど
要
因
は
様
々
で
す
。
そ

の
不
安
が
取
り
除
か
れ
る
と
割
安
と

評
価
さ
れ
て
投
資
価
値
が
相
対
的
に

高
ま
り
、
Ｐ
Ｂ
Ｒ
が
一・
〇
を
下
値
に

株
価
が
回
復
す
る
ケ
ー
ス
が
多
く
見

ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
Ｐ
Ｂ
Ｒ
は
株
式
を
物

的
証
券
と
見
た
投
資
尺
度
と
も
い
え

る
で
し
ょ
う
。

２
　
Ｐ
Ｅ
Ｒ

　
一
株
当
た
り
の
利
益
に
対
し
、
株

価
が
何
倍
ま
で
買
わ
れ
て
い
る
か
を

表
し
た
の
が
株
価
収
益
率
Ｐ
Ｅ
Ｒ

（
Ｐ
ｒ
ｉ
ｃ
ｅ 

Ｅ
ａ
ｒ
ｎ
ｉ
ｎ
ｇ
ｓ 

Ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
）
で
す
。

「
Ｐ
Ｅ
Ｒ
＝
現
在
の
株
価
÷
Ｅ
Ｐ
Ｓ

（
一
株
当
た
り
純
利
益
）」

ま
た
は

参考値
Ａ社 Ｂ社

Ａ．純資産 400億円 1,000億円
Ｂ．純利益 1億円 100億円
Ｃ．発行済株式数 8,000万株 1億株
Ｄ．ＢＰＳ（１株当たり純資産）　Ａ÷Ｃ 500円 1,000円
Ｅ．ＥＰＳ（１株当たり純利益）　Ｂ÷Ｃ 1.25円 100円
Ｆ．現在の株価 300円 1,200円
Ｇ．ＰＢＲ　Ｆ÷Ｄ 0.6倍 1.2倍
Ｈ．ＰＥＲ　Ｆ÷Ｅ 240倍 12倍
Ｉ．ＲＯＥ　Ｅ÷Ｄ×100（％） 0.25% 10.0%

～株式投資の指標３用語～



3─５月号

「
Ｐ
Ｅ
Ｒ
＝
時
価
総
額
÷
純
利
益
」

で
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
一
株
当
た
り
の
純
利
益
は
、
純
利

益
を
発
行
済
株
式
数
（
発
行
済
株
式

総
数

－

自
己
株
式
数
）
で
割
っ
て
算

出
し
ま
す
。

　
こ
の
倍
率
の
高
低
で
そ
の
会
社
の

投
資
価
値
を
判
断
し
ま
す
。

　
例
え
ば
、
Ｂ
社
の
場
合
一
株
当
た

り
純
利
益
が
一
〇
〇
円
、
現
在
の
株

価
が
一
、二
〇
〇
円
な
の
で
Ｐ
Ｅ
Ｒ

は
一
二
倍
と
な
り
ま
す
。
仮
に
来
期

の
一
株
当
た
り
純
利
益
が
一
五
〇
円

と
増
益
が
予
想
さ
れ
た
場
合
、
Ｐ
Ｅ

Ｒ
が
同
じ
一
二
倍
な
ら
株
価
は
一
、

八
〇
〇
円
の
水
準
ま
で
買
え
る
、
と

い
う
判
断
が
で
き
る
わ
け
で
す
。

　
ま
た
、
仮
に
同
じ
業
種
の
平
均
Ｐ

Ｅ
Ｒ
を
二
〇
倍
と
し
た
場
合
、
こ
の

会
社
の
現
在
の
Ｐ
Ｅ
Ｒ
一
二
倍
だ
と

低
過
ぎ
る
と
判
断
さ
れ
る
た
め
、
Ｐ

Ｅ
Ｒ
二
〇
倍
の
水
準
、
つ
ま
り
株
価

は
二
、〇
〇
〇
円
が
適
正
と
い
う
こ
と

に
も
な
り
ま
す
。

　
Ａ
社
の
場
合
に
は
Ｐ
Ｂ
Ｒ
が
〇・六

倍
と
一・
〇
を
下
回
っ
て
割
安
な
感
じ

が
し
て
い
ま
し
た
が
、
Ｐ
Ｅ
Ｒ
か
ら

判
断
す
る
と
二
四
〇
倍
と
か
な
り
割

高
な
感
じ
に
な
り
ま
す
。

　
Ｐ
Ｅ
Ｒ
は
客
観
的
な
価
値
基
準
を

示
す
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も

同
じ
業
種
や
業
界
の
収
益
状
態
、
ま

た
将
来
の
収
益
予
測
等
会
社
の
評
価

と
比
較
し
て
判
断
す
る
相
対
的
な
基

準
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
一
株
当
た

り
の
純
利
益
も
、
株
式
売
却
や
土
地

売
却
等
の
特
別
な
利
益
が
あ
っ
た
り

す
る
と
そ
の
期
だ
け
利
益
が
増
え
、

Ｐ
Ｅ
Ｒ
が
低
下
し
て
割
安
感
が
強
ま

っ
て
し
ま
う
と
い
っ
た
不
合
理
が
生

じ
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

　
一
般
的
に
、
成
長
性
が
期
待
で
き

そ
う
な
株
式
の
Ｐ
Ｅ
Ｒ
は
高
く
、
逆

の
場
合
は
低
く
な
っ
て
い
る
特
徴
が

あ
り
ま
す
。

３
　
Ｒ
Ｏ
Ｅ

　
株
主
資
本
に
対
す
る
当
期
純
利
益

の
割
合
を
株
主
資
本
利
益
率
Ｒ
Ｏ
Ｅ

（
Ｒ
ｅ
ｔ
ｕ
ｒ
ｎ 

Ｏ
ｎ 
Ｅ
ｑ
ｕ
ｉ

ｔ
ｙ
）
と
い
い
ま
す
。

「
Ｒ
Ｏ
Ｅ
＝
Ｅ
Ｐ
Ｓ
（
一
株
当
た
り

純
利
益
）
÷
Ｂ
Ｐ
Ｓ
（
一
株
当
た
り

純
資
産
）」

ま
た
は

「
Ｒ
Ｏ
Ｅ
＝
純
利
益
÷
純
資
産
」

で
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
会
社
が
事
業
活
動
に
使
用
す
る
総

資
本
は
、
株
主
が
出
資
し
た
株
主
資

本
（
自
己
資
本
）
と
銀
行
か
ら
の
借

入
金
等
に
よ
る
調
達
分
等
の
他
人
資

本
（
負
債
）
に
分
か
れ
ま
す
。

　
株
主
資
本
は
資
本
金
・
法
定
準
備

金
を
は
じ
め
過
去
か
ら
の
利
益
を
ス

ト
ッ
ク
し
た
剰
余
金
等
の
合
計
で
株

主
の
持
ち
分
に
な
り
ま
す
。
こ
の
持

分
を
会
社
が
ど
れ
だ
け
効
率
的
に
使

用
し
、
利
益
を
上
げ
た
か
を
判
断
す

る
わ
け
で
す
。

　
株
主
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
自
分
た

ち
の
投
資
資
金
が
上
手
に
使
わ
れ
て
、

採
算
が
と
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い

う
指
標
に
も
な
り
ま
す
。

　
例
え
ば
、
Ａ
社
の
場
合
一
株
当
た

り
純
利
益
が
一・
二
五
円
、
一
株
当
た

り
の
純
資
産
は
五
〇
〇
円
と
な
っ
て

い
ま
す
の
で
、
Ｒ
Ｏ
Ｅ
は
〇・二
五
％

と
な
り
ま
す
。
仮
に
市
中
の
年
間
金

利
が
一
％
の
と
き
Ｒ
Ｏ
Ｅ
が
〇
・
二

五
％
な
ら
、
採
算
が
と
れ
て
い
る
と

は
い
い
に
く
い
で
し
ょ
う
。

　
何
故
な
ら
そ
の
会
社
へ
の
純
資
産

を
全
部
一
年
も
の
の
預
金
で
運
用
す

れ
ば
一
％
の
利
息
が
入
る
か
ら
で
す
。

少
な
く
と
も
そ
の
時
期
の
市
中
金
利

よ
り
高
い
投
資
採
算
を
挙
げ
な
く
て

は
な
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
経

営
者
に
と
っ
て
は
会
社
運
営
の
成
績

と
も
な
る
指
標
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
の
場
合
、
Ａ

社
の
Ｐ
Ｂ
Ｒ
が
一
倍
を
切
っ
て
い
る

要
因
は
、
こ
の
よ
う
に
Ｒ
Ｏ
Ｅ
が
悪

い
と
い
う
判
断
か
ら
の
可
能
性
も
あ

る
わ
け
で
す
。
逆
に
Ｂ
社
は
一
〇
％

と
非
常
に
効
率
の
よ
い
投
資
採
算
を

挙
げ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
Ｒ
Ｏ
Ｅ
は
、豊
富
な
資
産
が
あ
り
、

優
秀
な
技
術
力
も
あ
り
な
が
ら
利
益

が
出
て
い
な
け
れ
ば
経
営
に
問
題
が

あ
る
と
も
捉
え
ら
れ
る
た
め
、
株
式

投
資
の
判
断
の
み
な
ら
ず
、
会
社
の

経
営
効
率
を
判
断
す
る
指
標
と
し
て
、

欧
米
で
は
早
く
か
ら
重
視
さ
れ
て
お

り
、
日
本
で
も
中
小
企
業
が
自
社
の

投
資
効
率
を
見
る
う
え
で
は
か
な
り

注
目
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

ま
と
め
ポ
イ
ン
ト

◎
ス
ト
ッ
ク
さ
れ
た
資
産
か
ら
、
株

価
が
割
安
か
割
高
な
の
か
を
判
断

す
る⇒

Ｐ
Ｂ
Ｒ

◎
来
期
予
想
利
益
な
ど
か
ら
、
株
価

が
割
安
か
割
高
な
の
か
を
判
断
す

る⇒

Ｐ
Ｅ
Ｒ

◎
出
資
さ
れ
た
お
金
が
効
率
的
に
活

用
さ
れ
て
い
る
の
か
が
分
か
る⇒

Ｒ
Ｏ
Ｅ



５月号─4

　
ふ
る
さ
と
納
税
に
つ
い
て
は
、「
制

度
の
仕
組
み
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
」

と
利
用
を
躊
躇
し
て
い
る
人
も
見
受

け
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
今
回
は
、
ふ

る
さ
と
納
税
の
活
用
の
ポ
イ
ン
ト
を

整
理
し
て
み
ま
す
。

Ⅰ

　個
人
の
ふ
る
さ
と
納
税

１
　
制
度
創
設
の
趣
旨

　
多
く
の
人
が
地
方
の
ふ
る
さ
と
に

生
ま
れ
、
そ
の
自
治
体
か
ら
医
療
や

教
育
な
ど
様
々
な
住
民
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
て
育
ち
、
や
が
て
進
学
や
就
職

を
機
に
都
会
に
生
活
の
場
を
移
し
、

そ
こ
で
納
税
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の

た
め
、
都
会
の
自
治
体
の
税
収
は
増

え
ま
す
が
、
生
ま
れ
育
っ
た
故
郷
の

自
治
体
に
は
税
収
が
入
り
ま
せ
ん
。

　
そ
こ
で
、「
今
は
都
会
の
住
人
と
な

っ
て
も
自
分
を
育
て
て
く
れ
た
『
ふ

る
さ
と
』
に
自
分
の
意
思
で
、
い
く

ら
か
で
も
納
税
で
き
る
制
度
が
あ
っ

て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
」、
そ
ん
な

問
題
提
起
か
ら
始
ま
り
、
発
展
し
て

き
た
の
が
、
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
で

す
。

２
　
制
度
の
概
要

⑴
　
控
除
の
概
要
と
イ
メ
ー
ジ
（
図

表
１
参
照
）

⑵
　
手
続

①
　
原
則
　

　
　
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、

ふ
る
さ
と
納
税
を
し
た
翌
年
に
、

確
定
申
告
を
行
う
必
要
が
あ
り

ま
す
。

②
　
特
例

　
　
確
定
申
告
が
不
要
な
給
与
所

得
者
等
に
つ
い
て
は
、
ふ
る
さ

と
納
税
先
の
自
治
体
数
が
五
団

体
以
内
の
場
合
に
限
り
、
ふ
る

ふ
る
さ
と
納
税

　
の
ポ
イ
ン
ト

（図表１）
ふるさと納税に係る控除の概要

ふるさと納税（都道府県・市区町村に対する寄附金）のうち2,000円を超える部分については、一定
の上限額まで、次のとおり、原則として所得税・個人住民税から全額控除される。

①所得税…（ふるさと納税額－2,000円）を所得控除（所得控除額×所得税率が軽減）

②個人住民税（基本分）…（ふるさと納税額－2,000円）×10％を税額控除

③個人住民税（特例分）…（ふるさと納税額－2,000円）×（100％－10％（基本分）－所得税率）
　→①、②により控除できなかった額を、③により全額控除（所得割額の2割を限度）

◎控除イメージ（※１）

◀ ふるさと納税額30,000円 ▶

適用下限額

2,000円

【所得税】
所得控除による軽減（※３）

（30,000円－2,000円）
×20％（※２）
＝5,600円

【個人住民税】
税額控除（基本分）（※３）

（30,000円－2,000円）
×10％
＝2,800円

【個人住民税】
税額控除（特例分）

（30,000円－2,000円）
　×（100％－10％－20％（※２））
　＝19,600円

◀ 所得税と合わせた控除額28,000円 ▶

※１　年収700万円の給与所得者（夫婦子なしの場合、所得税の限界税率は20％）が、地方団体に対
し30,000円のふるさと納税をした場合。

※２　所得税の限界税率であり、年収により0～ 45％の間で変動する（復興特別所得税が加算されま
す）。

※３　対象となる寄附金額は、所得税は総所得金額等の40％が限度であり、個人住民税（基本分）は
総所得金額等の30％が限度。

所得割額の
2割を限度
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さ
と
納
税
を
行
う
際
に
あ
ら
か

じ
め
そ
の
自
治
体
に
申
請
す
る

こ
と
に
よ
り
確
定
申
告
が
不
要

と
な
る
「
ふ
る
さ
と
納
税
ワ
ン

ス
ト
ッ
プ
特
例
制
度
」
が
平
成

二
十
七
年
四
月
か
ら
始
ま
っ
て

い
ま
す
。

⑶
　
ふ
る
さ
と
の
概
念

　
　
自
分
の
生
ま
れ
故
郷
や
応
援
し

た
い
自
治
体
な
ど
、
ど
の
自
治
体

に
対
す
る
寄
附
で
も
対
象
と
な
り

ま
す
。

⑷
　
適
用
時
期

　
　
い
つ
で
も
ふ
る
さ
と
納
税
を
行

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
　
た
だ
し
、
税
の
軽
減
に
つ
い
て

は
、
一
月
か
ら
十
二
月
の
暦
年
単

位
と
な
り
ま
す
。

Ⅱ

　企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税

　
自
治
体
が
行
う
地
方
創
生
を
推
進

す
る
上
で
効
果
の
高
い
一
定
の
事
業

に
対
し
て
法
人
が
行
う
寄
附
に
つ
い

て
、
従
来
の
自
治
体
に
対
す
る
寄
附

金
の
損
金
算
入
措
置
に
加
え
て
、
法

人
税
、
法
人
事
業
税
・
法
人
住
民
税

の
税
額
控
除
措
置
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
寄
附
金
額
の
約
六
割

の
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
（
図
表
２

参
照
）。

ワンストップ特例が適用される場合

申請書

ふるさと
納税者

ふるさと
納税先団体

①ふるさと納税 +特例申請書の提出

②
納
税
者
情
報
や

　
ふ
る
さ
と
納
税
情
報
の
通
知

　
（
控
除
申
請
の
伝
達
）

・確定申告が不要な給与所得者等が対象
・5団体以内のふるさと納税の場合

③
ふ
る
さ
と
納
税
を
し
た

　
翌
年
度
分
の
住
民
税
の

　
減
額

住所地市町村

（図表２）
寄附の対象（地域再生法に規定） 税制措置の内容

対象団体：地方版総合戦略を策定する都道
　府県・市町村
＊三大都市圏にある交付税不交付団体は
対象外

＊主たる事務所の立地団体に対する寄附
は対象外

対象事業：地方創生を推進する上で効果の
　高い事業（地方版総合戦略に位置付け）
＊対象事業について地域再生計画を作成
し、国が認定

⇨

従来の損金算入措置（約3割の負担軽減）に
加えて、
①法人事業税：寄附金額×10％の税額控除 
　＊税額の20％（29年度～：15％）上限
②法人住民税：寄附金額×20％の税額控除 
　＊税額の20％上限
③法人税：②で控除しきれなかった額又は 
　寄附金額×10％のうちいずれか少ない金 
　額の税額控除
　＊税額の５％上限

＊31年度末期限

寄附金額
◀ ▶

所得が
大きい法人 法人税 住民税

事業税
事業税
（10％）

住民税
（20％税額控除） （法人の自己負担）

所得が
小さい法人 法人税 住民税

事業税
事業税
（10％）

住民税
（上限）

◀
法人税 （法人の自己負担）

◀ ▶◀ ▶ （約4割）
損金算入による負担軽減

（約3割）
新たな税額控除

財務省資料
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老
齢
年
金
を
受
け
取
る
た
め
に
は
、

保
険
料
納
付
済
期
間
（
国
民
年
金
の

保
険
料
納
付
済
期
間
や
厚
生
年
金
保

険
、
共
済
組
合
等
の
加
入
期
間
を
含

む
）
と
国
民
年
金
の
保
険
料
免
除
期

間
な
ど
を
合
算
し
た
期
間
（
以
下
、

「
資
格
期
間
」
と
い
い
ま
す
）
が
一
定

以
上
あ
る
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
は
、
こ
の
資
格
期
間
は

原
則
と
し
て
「
二
十
五
年
」
以
上
と

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
二
十
九

年
八
月
一
日
か
ら
は
、
資
格
期
間
が

「
十
年
」
以
上
あ
れ
ば
老
齢
年
金
を

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。

一

　年
金
請
求
書
の
送
付

　
平
成
二
十
九
年
八
月
一
日
時
点
の

資
格
期
間
が
十
年
以
上
二
十
五
年
未

満
の
者
で
あ
っ
て
、
老
齢
年
金
を
請

求
し
得
る
年
齢
に
該
当
す
る
も
の
に

は
、
平
成
二
十
九
年
七
月
ま
で
の
間

に
「
年
金
請
求
書
」
が
住
所
地
に
送

付
さ
れ
ま
す
。

　
記
載
方
法
や
年
金
請
求
に
必
要
な

添
付
書
類
（
戸
籍
謄
本
・
住
民
票
等
）

の
案
内
に
つ
い
て
は
、
年
金
請
求
書

と
併
せ
て
送
付
さ
れ
ま
す
。

※
生
年
月
日
に
応
じ
た
送
付
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
は
、
日
本
年
金
機
構
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
下
さ
い
。

※
請
求
手
続
き
は
平
成
二
十
九
年
八

月
一
日
以
前
で
も
可
能
で
す
。

二

　年
金
の
受
取
・
相
談

　
年
金
事
務
所
の
窓
口
で
請
求
を
し
、

支
給
決
定
が
行
わ
れ
る
と
、
平
成
二

十
九
年
八
月
以
降
に
「
年
金
証
書
・

年
金
決
定
通
知
書
」
が
住
所
地
に
送

付
さ
れ
、
平
成
二
十
九
年
十
月
以
降

に
支
払
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
は
、
相
談
受
付
時
間
の
案

内
の
ほ
か
、
混
雑
状
況
・
混
雑
予
測

も
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
請
求

手
続
き
や
年
金
に
つ
い
て
の
相
談
を

希
望
す
る
場
合
は
、
利
用
さ
れ
る
と

よ
い
で
し
ょ
う
。

三

　支
給
停
止

　
資
格
期
間
の
短
縮
に
よ
り
老
齢
年

金
の
受
給
権
が
発
生
し
た
場
合
で
あ

っ
て
も
、
次
の
調
整
ル
ー
ル
に
よ
り

年
金
額
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
支
給

停
止
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

㈠

　報
酬
と
の
調
整

　
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
に
つ

い
て
は
、
勤
務
先
か
ら
受
け
る
報
酬

と
年
金
と
の
調
整
に
よ
り
年
金
額
の

全
部
ま
た
は
一
部
が
支
給
停
止
さ
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
調
整
方
法
は
、
六
五
歳
未
満
と
六

五
歳
以
上
と
で
異
な
っ
て
い
ま
す
。

①
　
六
十
五
歳
未
満

　
　
六
十
五
歳
未
満
の
者
は
、
報
酬

（
注
１
）
と
年
金
（
注
２
）
の
月
額
の
合
計

が
「
二
十
八
万
円
」
以
下
の
と
き

に
全
額
が
支
給
さ
れ
、
二
十
八
万

円
を
上
回
る
場
合
は
、
所
定
の
計

算
方
法
に
よ
る
支
給
停
止
が
行
わ

れ
ま
す
。

②
　
六
十
五
歳
以
上

　
　
六
十
五
歳
以
上
の
者
は
、
報
酬

と
年
金
の
月
額
の
合
計
が
「
四
十

六
万
円
」（
注
３
）
以
下
の
と
き
に
全
額

が
支
給
さ
れ
、
四
十
六
万
円
を
上

回
る
場
合
は
、
所
定
の
計
算
方
法

に
よ
る
支
給
停
止
が
行
わ
れ
ま
す
。

注
１
　「
報
酬
」
…
年
金
と
の
調
整

に
用
い
る
報
酬
を
「
総
報
酬
月
額

相
当
額
」
と
い
い
、「（
そ
の
月
の

標
準
報
酬
月
額
）
＋
（
直
近
一
年

間
の
標
準
賞
与
額
の
合
計
）
／
十

二
」
に
よ
っ
て
算
出
し
ま
す
。

注
２
　「
年
金
」
…
六
十
五
歳
未
満

の
者
は
「
加
給
年
金
額
を
除
い
た

特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
月

額
」、六
十
五
歳
以
上
の
者
は
「
加

給
年
金
額
を
除
い
た
老
齢
厚
生
年

金
（
報
酬
比
例
部
分
）
の
月
額
」

を
用
い
ま
す
。

注
３
　「
四
十
六
万
円
」
…
従
来
は

「
四
十
七
万
円
」
と
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
平
成
二
十
九
年
度
は

「
四
十
六
万
円
」
に
改
定
さ
れ
ま

し
た
。

㈡

　雇
用
保
険
と
の
調
整

　
雇
用
保
険
の
失
業
給
付
（
基
本
手

当
）、
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
金
を

受
け
て
い
る
者
は
、
年
金
額
の
全
部

ま
た
は
一
部
が
支
給
停
止
さ
れ
ま
す
。

①
　
基
本
手
当
と
の
調
整

　
　
六
十
五
歳
未
満
の
者
に
支
給
さ

れ
る
老
齢
厚
生
年
金
と
雇
用
保
険

の
基
本
手
当
は
同
時
に
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　
　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
求
職
の
申
込

み
を
行
っ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌

月
か
ら
基
本
手
当
の
受
給
期
間
が

経
過
し
た
日
の
属
す
る
月
（
ま
た

は
所
定
給
付
日
数
を
受
け
終
わ
っ

た
日
の
属
す
る
月
）
ま
で
、
老
齢

厚
生
年
金
が
全
額
支
給
停
止
さ
れ

ま
す
。

②
　
雇
用
継
続
給
付
と
の
調
整

年
金
受
給
の

　資格
期
間
短
縮
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厚
生
年
金
保
険
に
加
入
し
て
い

る
者
に
老
齢
年
金
の
受
給
権
が
生

じ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が

雇
用
保
険
の
「
高
年
齢
雇
用
継
続

給
付
泫
」を
受
け
ら
れ
る
場
合
は
、

前
記
㈠
の
報
酬
と
の
調
整
に
よ
る

支
給
停
止
の
ほ
か
、
高
年
齢
雇
用

継
続
給
付
と
の
調
整
に
よ
り
老
齢

厚
生
年
金
の
一
部
が
支
給
停
止
の

対
象
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

注
　「
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
」
…

雇
用
保
険
の
加
入
期
間
が
五
年
以

上
あ
る
六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未

満
の
者
を
対
象
と
す
る
制
度
で
す
。

六
十
歳
以
降
に
受
け
る
賃
金
額
が

六
十
歳
到
達
時
の
七
十
五
％
未
満

と
な
っ
た
と
き
に
、
雇
用
保
険
か

ら
支
給
（
給
付
額
は
賃
金
の
低
下

割
合
に
よ
り
求
め
、
賃
金
額
の
十

五
％
に
相
当
す
る
額
が
上
限
）
さ

れ
ま
す
。

四

　他
の
年
金
と
の
調
整

　
資
格
期
間
の
長
さ
が
短
縮
さ
れ
る

こ
と
に
伴
っ
て
老
齢
基
礎
年
金
な
ど

の
受
給
権
が
発
生
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
が
、
年
金
は
「
一
人
一
年
金
」

が
原
則
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
障
害

年
金
や
遺
族
年
金
を
受
給
し
て
い
る

者
に
、
さ
ら
に
老
齢
年
金
の
受
給
権

が
生
じ
た
と
き
は
、
ど
ち
ら
か
一
方

を
選
択
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
六
十
五
歳
以
上
の
者
に

支
給
さ
れ
る
「
障
害
基
礎
年
金
と
老

齢
厚
生
年
金
」、「
遺
族
厚
生
年
金
と

老
齢
基
礎
年
金
」
な
ど
、
併
せ
て
受

給
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
給

付
も
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
加
入
し
て
い
た
制
度
、

受
給
し
て
い
る
年
金
の
種
類
等
に
応

じ
て
取
り
扱
い
が
様
々
な
た
め
、
他

の
年
金
の
受
給
権
を
有
し
て
い
る
場

合
は
、
年
金
事
務
所
に
て
相
談
の
上

で
請
求
手
続
き
を
行
っ
て
い
く
こ
と

を
お
勧
め
し
ま
す
。

五

　資
格
期
間
が
十
年
未
満
の
と
き

　
十
年
以
上
の
資
格
期
間
が
な
い
者

で
あ
っ
て
も
、
各
種
制
度
を
利
用
す

る
こ
と
で
、
年
金
受
給
に
必
要
な
資

格
期
間
を
満
た
す
場
合
が
あ
り
ま
す
。

㈠

　国
民
年
金
の
任
意
加
入
制
度

　
本
人
の
申
出
に
よ
り
任
意
加
入
を

し
、
国
民
年
金
保
険
料
（
以
下
、「
保

険
料
」
と
い
い
ま
す
）
を
納
め
る
こ

と
で
、
年
金
を
受
給
す
る
た
め
に
必

要
な
資
格
期
間
を
満
た
す
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　
制
度
概
要
を
い
く
つ
か
ご
紹
介
し

ま
す
。

・
　
六
十
五
歳
未
満
の
者
は
、
老
齢

基
礎
年
金
の
繰
上
げ
支
給
を
受
け

て
い
な
い
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
ま

す
。

・
　
六
十
五
歳
未
満
の
者
は
、
資
格

期
間
（
十
年
）
を
満
た
し
た
後
も

引
き
続
き
任
意
加
入
を
続
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
（
年
金
額
を
増
額

し
た
い
場
合
）
。

・
　
資
格
期
間
を
満
た
し
て
い
な
い

場
合
は
七
十
歳
ま
で
任
意
加
入
で

き
ま
す
。

㈡

　後
納
制
度

　
過
去
五
年
以
内
に
保
険
料
を
納
付

し
て
い
な
い
月
が
あ
る
場
合
、
保
険

料
の
後
納
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
こ
の
後
納
制
度
は
、
平
成
二
十
七

年
十
月
か
ら
平
成
三
十
年
九
月
ま
で

の
三
年
間
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

注
意
を
要
し
ま
す
。

　
な
お
、
過
去
「
十
年
」
の
分
を
後

納
す
る
制
度
は
、
平
成
二
十
七
年
九

月
三
十
日
を
も
っ
て
終
了
し
て
お
り
、

現
行
で
は
「
五
年
」
の
後
納
の
み
認

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

㈢

　特
定
期
間
該
当
届

①
　
背
景

　
　
会
社
員
や
公
務
員
（
第
二
号
被

保
険
者
）
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配

偶
者
（
専
業
主
婦
・
主
夫
：
第
三

号
被
保
険
者
）
は
、
保
険
料
を
納

め
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
第

二
号
被
保
険
者
が
会
社
を
退
職
し

た
と
き
や
、
第
三
号
被
保
険
者
自

身
の
年
収
が
増
え
被
扶
養
者
か
ら

外
れ
た
と
き
等
に
は
、
届
出
（
第

三
号
被
保
険
者
か
ら
第
一
号
被
保

険
者
へ
の
切
り
替
え
）
を
し
、
保

険
料
を
納
め
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。

　
　
こ
の
届
出
が
二
年
以
上
遅
れ
た

場
合
、
二
年
よ
り
前
の
期
間
は
保

険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

保
険
料
の
「
未
納
期
間
」
が
発
生

し
て
い
ま
し
た
。

②
　
制
度
改
正

　
　
平
成
二
十
五
年
に
制
度
改
正
が

行
わ
れ
前
記
の
事
情
に
該
当
す
る

者
が
「
特
定
期
間
該
当
届
」
を
提

出
し
た
と
き
は
、「
未
納
期
間
」を
、

年
金
受
給
に
必
要
な
資
格
期
間
に

算
入
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
な
お
、「
特
定
期
間
該
当
届
」

の
提
出
を
し
た
と
き
は
、
最
大
で

十
年
分
の
保
険
料
を
遡
っ
て
納
め

る
こ
と
も
で
き
ま
す（「
特
例
追
納
」

と
い
い
ま
す
）。
納
付
で
き
る
期

間
は
平
成
三
十
年
三
月
ま
で
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
年
金
額
の
増
額
を

希
望
さ
れ
る
際
は
、
特
例
追
納
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。



　私たちの生活に欠かせない文房具。家で
も職場でも必要なものですね。次々と便利
に改良された文房具が開発され、テレビや
インターネット上などで紹介されています。
数年前には芯なしのホッチキスや消せるボ
ールペンなどが話題になりましたが、最近
はどのような新しい文房具が生まれている
のでしょうか。話題のものをいくつかピッ
クアップしてみました。
・持ち運べるホワイトボード
　　ノート型になっており、浮かんだアイ
デアを書き留めたり、打ち合わせ時に図
式やグラフ等を描いて説明するのにも便
利。残しておきたいものは写真を撮れば
OKです。
・粘着面のない付箋
　　従来のものと違い、糊の部分のない付
箋。静電ポリプロピレンフィルム製品で、
様々な素材のものに吸い寄せられるよう

に張り付くとのこと。これまでよりも
色々なものに貼り付けられ、跡が残らな
いのもいいですね。
・テンキーにかぶせるマウスパッド
　　コの字型のプラスチック製マウスパッ
ド。キーボードのテンキー部分の上に被
せて使用。パソコン周りの作業スペース
が広がり、意外と気になるキーボードと
マウスの距離が近くに。テンキーを使う
場合はマウスパッドを横にずらせばOK
です。
・箱型文房具収納
　　ケースを開くと色々な形のポケットが
あり、散らばりがちな文房具をまとめて
収納でき、閉じれば立てておける箱にな
るので、すっきりと片付きます。
　　他にも、芯が折れないシャープペンシ
ルや、貼ってはがせるスティックのり等
枚挙に暇がありません。これらの便利な
文房具で作業効率も上がり、新しい商品
は職場でのコミュニケーションにも一役
買ってくれそうです。

進化する文房具

　梅雨の時季になると外に出かけるのが億
劫になります。でも、そんな梅雨を楽しん
でみませんか？
　湿度が高く蒸し暑い時期に登場するのが
ホタルです。地域によって差はありますが、
早い場所では５月下旬から見られ、６月下
旬から７月にピークになります。自然のホ
タルを見る機会が減ってはきましたが、イ
ンターネット等で情報を集められる時代で
す。イベント等をチェックして見に行って
はどうでしょうか？見たときの感動は大き
いです。
　また、梅雨と同じ時季の６月から７月に
かけて紫陽花（アジサイ）も見頃を迎えま
す。
　梅雨の雨に濡れた紫陽花は、私たちの心
に潤いをもたらしてくれます。雨の日でも
景観を楽しむことができる、紫陽花鑑賞へ
出かけてみるのも梅雨の時季ならではの楽
しみ方のひとつです。

梅雨の楽しみ方　
先
日
大
手
コ
ー
ヒ
ー
チ
ェ
ー
ン
店

の
前
を
通
り
か
か
る
と
、入
口
に「
Ｄ

Ｅ
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｅ
　
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｒ
Ｔ
」
と
い

う
表
示
が
あ
り
ま
し
た
。

　
デ
カ
フ
ェ（
デ
ィ
カ
フ
ェ
）
と
言

え
ば
カ
フ
ェ
イ
ン
レ
ス
の
こ
と
で
す
。

ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
等
で
は
数
年

前
か
ら
カ
フ
ェ
イ
ン
レ
ス
の
イ
ン
ス

タ
ン
ト
コ
ー
ヒ
ー
等
が
売
ら
れ
て
い

ま
し
た
が
、
意
外
に
も
そ
の
コ
ー
ヒ

ー
チ
ェ
ー
ン
店
に
は
今
ま
で
な
か
っ

た
の
か
、
と
少
し
驚
き
ま
し
た
。

　
仕
事
中
な
ど
つ
い
つ
い
飲
み
す
ぎ

て
し
ま
う
と
言
う
人
も
多
い
と
思
い

ま
す
が
、
あ
ま
り
カ
フ
ェ
イ
ン
を
摂

り
す
ぎ
る
と
、
夜
う
ま
く
眠
れ
な
か

っ
た
り
胃
を
痛
め
た
り
す
る
こ
と
も
。

　
緊
張
を
和
ら
げ
て
リ
ラ
ッ
ク
ス
さ

せ
て
く
れ
る
お
い
し
い
コ
ー
ヒ
ー
で

す
か
ら
、
そ
の
時
々
で
デ
カ
フ
ェ
も

取
り
入
れ
て
み
て
は
い
か
が
で
す

か
？

デ
カ
フ
ェ
始
め
ま
し
た
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